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平 成 １ ７ 年 （ 行 ウ ） 第 ２ ３ 号 公 務 外 認 定 取 消 請 求 事 件

原 告 大 友 博 子

被 告 地 方 公 務 員 災 害 補 償 基 金 宮 城 県 支 部 長

平 成 １ ８ 年 １ ０ 月 ２ ３ 日

仙 台 地 方 裁 判 所 第 １ 民 事 部 御 中

原 告 訴 訟 代 理 人 佐 藤 由 紀 子

土 井 浩 之

証 拠 説 明 書 ２

甲 ２ 号 証 業 務 必 携 被 災 者 大 友 雅 義 が 編 集 し 、 表 紙 と 目 次 、 １

頁 か ら ３ ２ 頁 等 を 執 筆 。 裏 表 紙 裏 の 頁 に 記 載 し て い る の

は 、 被 災 者 大 友 雅 義 が 、 裏 表 紙 の 裏 に 記 載 し た メ モ 。 開

会 式 の マ イ ク 、 入 場 目 印 に な る テ ー プ 、 放 送 の 段 取 り 等

大 会 当 日 の 仕 事 の 段 取 り を メ モ し た も の

甲 ３ 号 証 意 見 陳 述 書 平 成 １ ７ 年 ６ 月 １ ３ 日 再 審 査 請 求 の 意

見 陳 述 の 機 会 に な さ れ た 意 見

甲 ３ 号 証 の １ 原 告 の 意 見 陳 述 常 日 頃 弱 音 を は か な い 被 災 者 が 、

平 成 １ ０ 年 の 夏 休 み に 悩 み を 話 し 、 「 こ の ま ま で は 過 労

死 し て し ま う よ な 」 と 訴 え て い た こ と な ど

甲 ３ 号 証 の ２ 富 樫 昌 良 の 意 見 同 人 は 被 災 当 時 宮 城 県 教 職 員 組

合 執 行 委 員 長 で あ っ た が 、 組 合 と 県 教 育 委 員 会 と 多 忙 解

消 の 労 使 交 渉 が も た れ 、 勤 務 実 態 調 査 が 行 わ れ る よ う に
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な っ た 中 で 本 件 被 災 が 起 こ っ た こ と 、 遺 族 か ら の 聞 き 取

り に よ っ て 残 業 時 間 が 連 続 し て １ ０ ０ 時 間 を 越 え て い た

こ と 、 教 員 一 般 が 多 忙 で あ る こ と 、 エ ピ ソ ー ド を 個 別 に

見 て 加 重 性 を 判 断 す る べ き で は な く 複 数 の エ ピ ソ ー ド が

同 時 期 に 起 こ っ て い る 点 を 直 視 す る べ き で あ る こ と 、 審

査 会 は 労 働 実 態 の 調 査 を 怠 っ て い る こ と 等 。 及 び 平 成 ９

年 １ ０ 月 か ら 平 成 １ ０ 年 ８ 月 ま で の 被 災 者 の 日 常 業 務 以

外 の 業 務 、 平 成 ９ 年 ９ 月 の 職 員 会 議 。 校 長 の 指 示 伝 達 事

項 、 校 務 分 掌 、 教 職 員 の 検 診 結 果 （ 日 常 生 活 に 注 意 を 要

す 、治 療 を 要 す 、再 検・精 検 を 要 す 、を あ わ せ る と ６ ０ ％

台 か ら ８ ０ ％ 台 に 上 る ） 、 文 部 科 学 省 統 計 資 料 （ 精 神 疾

患 休 職 者 が 平 成 １ ０ 年 で ０ ． １ ８ ％ に の ぼ っ て い る ） 。

甲 ３ 号 証 の ３ 日 下 幸 子 の 意 見 同 人 は 中 学 校 の 養 護 教 諭 で あ る

が 、 身 近 に も 激 務 に 苦 し ん で い る 教 員 が 多 く 、 退 職 届 出

を 出 し た 職 員 も い て 、 こ れ か ら も 激 務 の た め 倒 れ る 教 職

員 が 続 出 す る こ と の 不 安 な ど

甲 ３ 号 証 の ４ 遠 藤 利 美 の 意 見 同 人 は 中 学 校 教 員 で あ る が 、 基

金 支 部 審 査 会 が 、 被 災 者 の 労 働 が 過 重 で は な い と し た こ

と は 実 態 を 知 ら な い 、 裁 判 所 の よ う に 事 実 を 直 視 す る べ

き だ 、 学 校 現 場 は 時 間 外 の ボ ラ ン テ ィ ア を 強 い ら れ る 職

場 で あ り 、 被 災 者 が 生 徒 会 の 仕 事 、 学 級 担 任 等 多 忙 な 仕

事 の 上 に バ ド ミ ン ト ン の 役 員 を し て い た こ と か ら 過 重 な

労 働 で あ っ た こ と は 明 瞭 で あ る こ と 、 午 後 ７ 時 ま で は 部

活 動 を 指 導 し て い る の で 、 大 会 に 関 す る 仕 事 は 午 後 ７ 時

以 降 に な っ て い た こ と を 見 逃 し て ほ し く な い こ と 、 夏 休
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み も 研 修 や 教 育 相 談 な ど 仕 事 が あ り 、 そ の 上 に 全 中 の 仕

事 を し て い た こ と は 明 ら か に 過 重 な 労 働 で あ る こ と 等 、

及 び 中 学 校 バ ド ミ ン ト ン 大 会 の 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル の 資 料 。

甲 ３ 号 証 の ５ 芳 賀 直 の 意 見 被 災 者 が 全 中 大 会 期 間 中 に 不 安 を

漏 ら し て い た こ と 、 緊 張 状 態 に あ っ た こ と 、 準 備 は 部 活

動 終 了 後 に 行 っ て い た こ と 等

甲 ３ 号 証 の ６ 大 木 一 彦 の 意 見 同 人 は 、 中 学 校 教 諭 で あ り 、 生

徒 指 導 主 事 と 生 徒 会 を 担 当 し 、 意 見 陳 述 当 時 仙 台 市 中 体

連 ソ フ ト ボ ー ル 専 門 部 副 委 員 長 の 立 場 に あ っ た が 、 ６ 月

９ 日 時 点 で 、 部 活 動 指 導 の 傍 ら 、 市 の 大 会 運 営 の た め 参

加 各 校 、 中 体 連 事 務 局 、 審 判 団 、 弁 当 屋 な ど と 連 絡 を 取

る 仕 事 が あ る こ と 、 県 大 会 の 準 備 活 動 を し て い る こ と 、

そ の ほ か に 生 徒 会 担 当 と し て 行 事 の 指 導 、 地 域 活 動 の 仕

事 、 教 育 実 習 生 の 指 導 な ど の 業 務 を 担 当 し て い る こ と 、

ま た 生 徒 指 導 の た め 部 活 動 指 導 が 不 十 分 と な り 、 さ ら に

仕 事 を 家 に 持 ち 帰 っ て い る こ と 、 大 会 は 、 市 か ら 県 、 全

国 と 気 遣 い が 重 視 さ れ て ゆ く こ と 、 ま た そ れ に 応 じ て プ

レ ッ シ ャ ー も 大 き く な る こ と 、 大 会 運 営 に か か る 仕 事 は

勤 務 時 間 外 に 回 さ ざ る を 得 な い こ と 、 相 談 は 夜 遅 く ま で

か か る こ と 、 全 国 大 会 は 各 市 町 村 大 会 、 各 県 大 会 と 連 続

し た 流 れ の 中 で 行 わ れ る こ と 、 曖 昧 な 形 で 終 わ れ ば 犠 牲

者 が 続 く こ と 等

甲 ３ 号 証 の ７ 山 田 き え 子 の 意 見 同 人 は 中 学 校 の 養 護 教 諭 で あ

る が 、 学 校 現 場 は 通 常 で も 忙 し い の だ か ら 全 国 大 会 が あ

れ ば 、 寝 る 時 間 も な か っ た と 思 わ れ る こ と な ど 。
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甲 ３ 号 証 の ８ 杉 山 茂 雅 （ 原 告 代 理 人 ） の 意 見 、 個 々 の 公 務 を 判

断 す る の で は な く 、 複 合 し 加 重 し た 場 合 の 視 点 で 加 重 性

を 判 断 す る べ き こ と 、 被 災 者 が 平 成 １ ０ 年 の ７ 月 頃 に う

つ 病 を 発 症 し た こ と は 基 金 支 部 の 医 師 も 認 め て い る こ と 、

支 部 審 査 会 が う つ 病 発 病 後 の 業 務 が 「 本 件 自 殺 の 原 因 と

な る う つ 病 の 発 症 に 関 与 す る 時 期 の 出 来 事 評 価 す る こ と

が 」 で き な い と し た こ と が う つ 病 の メ カ ニ ズ ム を 見 誤 っ

た 上 に 国 の 指 針 に も 反 す る こ と 、 う つ 病 発 症 か ら 自 殺 に

至 る 経 緯 は 、 基 金 支 部 審 査 ま で の 段 階 で 提 出 さ れ た 医 師

の 意 見 に お い て 基 本 的 に 一 致 し て い る こ と な ど

甲 ４ 号 証 の １ 富 樫 昌 良 作 成 ２ ０ ０ ５ 年 ７ 月 １ ３ 日 作 成 甲 ３

号 証 の ２ の 意 見 陳 述 を 補 充 し た 書 面 。 宮 城 県 教 委 の 調 査

に よ る と 、 教 職 員 が 実 際 に は 超 過 勤 務 を し て い る こ と 、

持 ち 帰 り 残 業 を し て い る こ と 、 中 学 校 の 現 場 に お い て は

正 確 な 時 間 外 の 勤 務 状 況 に つ い て の 管 理 が な さ れ て い な

い こ と 、 平 成 ９ 年 １ ２ 月 か ら 平 成 １ ０ 年 ８ 月 ま で 、 各 時

期 に お い て 被 災 者 が 超 過 勤 務 を し た と す る 資 料 に 基 づ く

根 拠 、 各 資 料 に つ い て の 説 明 。

甲 ４ 号 証 の ２ 甲 ４ 号 証 の １ に 添 付 さ れ た 資 料 各 頁 右 下 に 通 し

番 号 。 別 紙 の と お り 。

甲 ５ 号 証 報 告 書 ２ ０ ０ ６ 年 ８ 月 １ ８ 日 、 故 大 友 雅 義 先 生 の 公

務 災 害 認 定 を 実 現 す る 会 事 務 局 長 遠 藤 利 美 作 成 。 宮 城 県

内 の 小 学 校 、 中 学 校 、 高 等 学 校 、 養 護 学 校 教 職 員 対 象 に

教 育 現 場 の 現 実 を 「 ひ と 言 意 見 書 」 と し て 添 付 の 用 紙 で

募 集 し 、 添 付 の と お り １ ５ ０ 名 分 が 集 ま っ た こ と
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甲 ６ 号 証 社 会 化 指 導 上 の 悩 み や 問 題 点

平 成 １ ０ 年 ５ 月 に 免 許 外 教 科 を 担 当 す る 教 師 の 研 修 が

行 わ れ （ 通 し 番 号 ３ ０ 頁 以 下 ） 、 そ の う ち の 社 会 科 を 担

当 す る 教 師 が 指 導 上 の 悩 み や 問 題 点 を 書 き 綴 っ た も の

（ 通 し 番 号 ３ か ら ２ ９ 被 災 者 の も の は 通 し 番 号 ２ ４ ）。

通 し 番 号 ２ は 、 被 災 者 の メ モ 。


